
 通常総額 (税込) － 給付予定 ＝ 受給後の自己負担額 となります。  通常総額 (税込) － 給付予定 ＝ 受給後の自己負担額 となります。 
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※１　給付金予定額は教育訓練経費（税込）の２０％を切り捨てした金額で、１０万円以内の金額です。
※２ 「教育訓練経費の合計」「検定・仮免料金」「通常料金」「受給後の自己負担予定額」は各料金項目の「（税込価格）を合計した金額」
　　　になっており、税抜き価格は「（税込価格）の１００／１０８を四捨五入した金額」になっています。
　　　したがって各料金項目ごとに「（税込価格）の１００／１０８を四捨五入した金額」を合計した金額と、車種によっては差異が
 生じる場合があります。
※３　仮免試験には消費税金がかからないので、「検定・仮免料金（税抜き価格）」は「（税込価格）の１００／１０８になっていません。
　　 「検定・仮免料金（税抜き価格）」は「（税込価格－仮免試験）×１００／１０８＋仮免試験」として計算されています。
※４　仮免学科試験受験料・仮免学科試験発行手数料／２,８００円は埼玉県に納付されます。
※５　追加教習料金／普通４,０００円（税込４,３２０円）、中型６,５００円（税込７,５６０円）、
　　　大型７,５００円（税込８,１００円）、大特７,０００円（税込７,５６０円）、
 けん引７,０００円（税込７,５６０円）、普通二種５，５００円（税込５，９４０円）、
 中型二種７，０００円（税込７，５６０円）、大型二種８，５００円（税込９，１８０円）
※５　再検定料金／大型一種、大型二種は修了検定・卒業検定とも７,０００円（税込７,５６０円）、
　　　その他の車種は修了検定・卒業検定とも５,０００円（税込５,４００円）
※６　技能教習キャンセル料金／教習当日にキャンセルした場合には、キャンセル料金１，０００円（税込１,０８０円）をいただきます。
※７　途中解約／教習を途中で解約された場合の払い戻しは、教習の進度状況によって以下のとおりとなります。
（１）教習を開始していない場合（学科１を聞いていない場合）／全額
（２）１段階の場合／２段階の学科教習料金と技能教習料金の残額
（３）２段階の場合／技能教習料金の残額
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2015 年４月１日改訂


